
「新型コロナウイルス感染症対策に関する特命タスクフォース」 

の設置について 

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 
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１．趣旨 

   新型コロナウイルス感染症が拡大している中で、院内感染を含む感染拡大の

抑止や在宅での学習支援が大きな課題となっている。このため、オンライン・

電話診療やオンライン・電話服薬指導の活用を図るとともに、遠隔教育を充実

するため、必要な規制・制度の見直しを検討することを目的に、規制改革推進

会議（以下「本会議」という。）に「新型コロナウイルス感染症対策に関する

特命タスクフォース」（以下「タスクフォース」という。）を設置する。 

 

２．構成員 

    小林 喜光  議長 

高橋 進   議長代理 

大石 佳能子 医療・介護ＷＧ座長 

菅原 晶子  医療・介護ＷＧ委員 

大槻 奈那  雇用・人づくりＷＧ座長 

      夏野 剛   雇用・人づくりＷＧ委員 

    金丸 恭文  未来投資会議議員 

    翁 百合   未来投資会議 

構造改革徹底推進会合「健康・医療・介護」会合会長 

 

３．本会議への報告 

   タスクフォースにおける検討状況については、適宜、本会議に報告すること

とする。 

 

４．運営 

   タスクフォースの資料及び議事録の取扱いその他運営については、ワーキン

グ・グループに準ずるものとする。 


